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共通用語 
 

本計画における主な用語の定義は、次のとおりとする。 

 

(1) 市民等 

市内に居住する人（外国人居住者を含む。）、旅行や仕事などで市内に滞在している人、

市内を車や電車で通過中の人など、市内のすべての人のことをいう。 

(2) 自主防災組織 

住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。（災害対策基本法（昭和36

年法律第223号。以下「法」という。）第２条の２関係） 

(3) 要配慮者 

 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。（法第８条第２項関係） 

(4) 避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅

速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの。（法第49条の10関係） 

(5) 地区防災計画 

地区居住者等が共同して行う防災活動に関する計画であり、市町村等が活動の中心とな

る市町村地域防災計画とコミュニティが中心となる地区防災計画とが相まって地域にお

ける防災力の向上を図ろうとするもの。（法第42条第３項及び第42条の２関係） 

(6) 避難場所 

災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保する観点から、災害の

危険が及ばない場所又は施設をいう。 

(7) 指定緊急避難場所 

避難場所のうち市が指定したもの。（法第49条の４から第49条の６まで及び第49条の８

関係） 

(8) 避難所 

被災者が一定期間滞在する場をいう。 

(9) 指定避難所 

避難所のうち市が指定したもの。（法第49条の７及び第49条の８関係） 

(10)罹災証明書 

災害により被災した住家等について、その被害の程度を証明したもの。（法第90条の２

関係）また、罹災証明書のほかに、被災証明書（住家以外に被害を受けたことについて、

被害を受けた事実を証明するもの。）、被災届出証明書（家屋や構築物等に被害を受けた

ことについて、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するもの。）があり、これら

を含む。 

(11)被災者台帳 

被災者の援護を実施するための基礎とする台帳をいう。（法第90条の３関係） 

 


